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(57)【要約】
【課題】軽荷喫水から満載喫水までの全ての喫水におい
て船首造波抵抗を小さくすることができる船首形状を有
する船舶及び船舶の設計方法を提供する。
【解決手段】軽荷喫水線Ｄｂより下に船首バルブ５を有
する排水量型の船舶（１）において、γｓ＝ｔａｎ-1〔
０．５×Ｂ／｛（１－Ｃｐｆ）×Ｌｐｐ｝〕（ｄｅｇｒ
ｅｅ）で計算される角度γｓを、片舷側の船首部の基準
船首角度γｓとし、この基準船首角度γｓに対して「０
＜Ｒｓ＜γｓ＋１５°」の範囲を特定船首角度範囲Ｒｓ
としたときに、船首角度γが連続して特定船首角度範囲
Ｒｓ内に収まる船首部の特定上下範囲Ｒａが、満載喫水
線Ｄｆに一致する第１下限位置Ｈａ１から、満載喫水線
Ｄｆよりも基準水頭高さΔＨｓだけ高い第１上限位置Ｈ
ｂ１までの第１範囲Ｒ１を含んで構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　船首バルブ５を有し、計画船速をＶｓとし、垂線間長をＬｐｐとし、型幅をＢとし、船
体前半部の柱形係数をＣｐｆとする排水量型の船舶１において、
　重力加速度をｇとしたときに、ΔＨｍ＝Ｖ2／（２ｇ）で計算されるΔＨｍを最大水頭
高さΔＨｍとし、ΔＨｓ＝０．３×ΔＨｍで計算されるΔＨｓを基準水頭高さΔＨｓとす
ると共に、
　γｓ＝ｔａｎ-1〔０．５×Ｂ／｛（１－Ｃｐｆ）×Ｌｐｐ｝〕（ｄｅｇｒｅｅ）で計算
される角度γｓを、片舷側の船首部の基準船首角度γｓとし、
　更に、該基準船首角度γｓに対して「０＜Ｒｓ＜γｓ＋１５°」の範囲Ｒｓを特定船首
角度範囲Ｒｓとしたときに、
　船首角度γが連続して前記特定船首角度範囲Ｒｓ内に収まる船首部の特定上下範囲Ｒａ
が、満載喫水線Ｄｆに一致する第１下限位置Ｈａ１から、前記満載喫水線Ｄｆよりも前記
基準水頭高さΔＨｓだけ高い第１上限位置Ｈｂ１までの第１範囲Ｒ１を含んでいることを
特徴とする船舶。
【請求項２】
　船首部の側面形状を示すプロファイルにおいて、前記船首バルブ５より上側の前記プロ
ファイルを第１鉛直部１０ａと直線状若しくは曲線状の前傾斜部１０ｂと船首前端に位置
する第２鉛直部１０ｃを有して構成すると共に、前記第１鉛直部１０ａの上端を第１点Ｐ
１とし、前記第２鉛直部１０ｃの下端を第２点Ｐ２としたときに、前記第１点Ｐ１は、前
記特定上下範囲Ｒａの下端位置Ｈａよりも高く、前記前傾斜部１０ｂの一部が前記第１範
囲Ｒ１に含まれ、さらに、前記第２点Ｐ２は前記第１点Ｐ１よりも上方にあることを特徴
とする請求項１に記載の船舶。
【請求項３】
　船首バルブ５を有し、計画船速をＶｓとし、垂線間長をＬｐｐとし、型幅をＢとし、船
体前半部の柱形係数をＣｐｆとする排水量型の船舶の設計方法において、
　重力加速度をｇとしたときに、ΔＨｍ＝Ｖ2／（２ｇ）で計算されるΔＨｍを最大水頭
高さΔＨｍとし、ΔＨｓ＝０．３×ΔＨｍで計算されるΔＨｓを基準水頭高さΔＨｓとす
ると共に、
　γｓ＝ｔａｎ-1〔０．５×Ｂ／｛（１－Ｃｐｆ）×Ｌｐｐ｝〕（ｄｅｇｒｅｅ）で計算
される角度γｓを、片舷側の船首部の基準船首角度γｓとし、
　更に、該基準船首角度γｓに対して「０＜Ｒｓ＜γｓ＋１５°」の範囲Ｒｓを特定船首
角度範囲Ｒｓとしたときに、
　該特定船首角度範囲Ｒｓ内に船首角度γが連続して収まる船首部の特定上下範囲Ｒａを
、満載喫水線Ｄｆに一致する第１下限位置Ｈａ１から、満載喫水線Ｄｆよりも前記基準水
頭高さΔＨｓだけ高い第１上限位置Ｈｂ１までの第１範囲Ｒ１を含むように船首部形状を
設計することを特徴とする船舶の設計方法。
【請求項４】
　船首部の側面形状を示すプロファイルにおいて、前記船首バルブ５より上側の前記プロ
ファイルを第１鉛直部１０ａと直線状若しくは曲線状の前傾斜部１０ｂと船首前端に位置
する第２鉛直部１０ｃを有して構成すると共に、前記第１鉛直部１０ａの上端を第１点Ｐ
１とし、前記第２鉛直部１０ｃの下端を第２点Ｐ２としたときに、前記第１点Ｐ１は、前
記特定上下範囲Ｒａの下端位置Ｈａよりも高く、前記前傾斜部１０ｂの一部が前記第１範
囲Ｒ１に含まれ、さらに、前記第２点Ｐ２は前記第１点Ｐ１よりも上方にあるように、船
首部形状を設計することを特徴とする請求項３に記載の船舶の設計方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軽荷喫水から満載喫水までの全ての喫水において船首造波抵抗を小さくする
ことができる船首形状を有する船舶及び船舶の設計方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　排水量型の船舶においては、船首前端付近の形状すなわち船首形状は、船舶の推進に要
するエネルギーを低減するために、造波抵抗が小さい形状であることが求められている。
【０００３】
　この船首形状が肥大していると、船舶が前進する際に船首部に流入してくる水がせき止
められ易くなり、動圧によって水面が上昇するので、大きな水面波が発生して、造波抵抗
が大きくなる。また、波浪中においては入射波が前方へ著しく反射され、大きな抵抗増加
を招く。そのため、船舶の船首形状においては、満載喫水線付近とそれより下の形状につ
いては、船首バルブの部分を除き、船首部の前端付近があまり肥大しないように設計され
ている。
【０００４】
　その一方で、満載喫水線より上方においては、波浪による冠水防止や人員の安全、甲板
及び甲板上の艤装品や貨物の損傷防止の観点から、波浪中においても暴露甲板まで水が到
達し難くすることが求められる。その上、係船機械の配置の観点から暴露甲板の幅がある
程度広いことも要求される。
【０００５】
　そのため、図２の点線および図７に示すような従来技術の船舶１Ｘにおいては、船首部
分では、喫水が深くなる程、即ち、船体が沈下して水面Ｗ．Ｌ．が相対的に上昇する程、
図５に示すように、船首部の水平断面形状を示すウォーターラインＬｚ１、Ｌｚ２は、船
首角度γ１、γ２が開いて鋭角から鈍角となる形状をしている。この船首角度γは、図６
に示すように、ウォーターラインＬｚと船体中心線（Ｃ．Ｌ．）とが交差する船首部先端
部から、船長方向に、１ｍ後方の部位におけるウォーターラインＬｚの接線Ｌｔと船体中
心線（Ｃ．Ｌ．）とがなす角度で定義される。
【０００６】
　その上、船舶が航走すると、前方から流入してくる水の流れを船首端部で塞き止めるこ
とになるので、船首部では水頭圧（動圧）により水面が上昇する。従って、航走時の船首
の水面は、静止時の喫水よりも高くなるので、実際に水が流入する船舶の船首部分のウォ
ーターラインの船首角度は、さらに鈍角なものとなる。
【０００７】
　その結果、喫水が深くなる程、船首部で発生する波が大きくなり、造波抵抗が大きくな
ってしまうという問題がある。
【０００８】
　この造波抵抗増加の対策の一つとして、最大喫水線より上において船首端プロファイル
を大きく前へ傾斜させ、最大喫水線より上のウォーターラインの前端付近を鋭角にした肥
大船が提案されている（例えば、特許文献１参照）。また、船首垂線から船の最前端まで
の距離が短く、かつ最大喫水線より上の全てのウォーターラインで船首端付近が鋭角であ
る肥大船が提案されている（例えば、特許文献２参照）。しかしながら、この肥大船では
、最大喫水線より上に配置される船首部の上部の甲板面積が制限されてしまう上に、軽荷
状態から満載状態までの間における造波抵抗に関する考慮がなされていないという問題が
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－１４２５５３号公報
【特許文献２】特開２０００－３３５４７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記の状況を鑑みてなされたものであり、その目的は、軽荷喫水から満載喫
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水までの全ての喫水において船首造波抵抗を小さくすることができる船首形状を有する船
舶及び船舶の設計方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記のような目的を達成するための船舶は、船首バルブ５を有し、計画船速をＶｓとし
、垂線間長をＬｐｐとし、型幅をＢとし、船体前半部の柱形係数をＣｐｆとする排水量型
の船舶１において、重力加速度をｇとしたときに、ΔＨｍ＝Ｖ2／（２ｇ）で計算される
ΔＨｍを最大水頭高さΔＨｍとし、ΔＨｓ＝０．３×ΔＨｍで計算されるΔＨｓを基準水
頭高さΔＨｓとすると共に、γｓ＝ｔａｎ-1〔０．５×Ｂ／｛（１－Ｃｐｆ）×Ｌｐｐ｝
〕（ｄｅｇｒｅｅ）で計算される角度γｓを、片舷側の船首部の基準船首角度γｓとし、
更に、該基準船首角度γｓに対して「０＜Ｒｓ＜γｓ＋１５°」の範囲Ｒｓを特定船首角
度範囲Ｒｓとしたときに、船首角度γが連続して前記特定船首角度範囲Ｒｓ内に収まる船
首部の特定上下範囲Ｒａが、満載喫水線Ｄｆに一致する第１下限位置Ｈａ１から、前記満
載喫水線Ｄｆよりも前記基準水頭高さΔＨｓだけ高い第１上限位置Ｈｂ１までの第１範囲
Ｒ１を含んでいるように構成される。
【００１２】
　この船首角度γは、図６に示すように、ウォーターラインＬｚと船体中心線（Ｃ．Ｌ．
）とが交差する船首部先端部Ｐｆから、船長方向に、１ｍ後方の部位Ｐａにおけるウォー
ターラインＬｚの接線Ｌｔと船体中心線（Ｃ．Ｌ．）とがなす角度で定義される。
【００１３】
　また、上記の船舶において、船首部の側面形状を示すプロファイルにおいて、前記船首
バルブ５より上側の前記プロファイルを第１鉛直部１０ａと直線状若しくは曲線状の前傾
斜部１０ｂと船首前端に位置する第２鉛直部１０ｃを有して構成すると共に、前記第１鉛
直部１０ａの上端を第１点Ｐ１とし、前記第２鉛直部１０ｃの下端を第２点Ｐ２としたと
きに、前記第１点Ｐ１は、前記特定上下範囲Ｒａの下端位置Ｈａよりも高く、前記前傾斜
部１０ｂの一部が前記第１範囲Ｒ１に含まれ、さらに、前記第２点Ｐ２は前記第１点Ｐ１
よりも上方にあるように構成される。
【００１４】
　そして、上記のような目的を達成するための船舶の設計方法は、船首バルブ５を有し、
計画船速をＶｓとし、垂線間長をＬｐｐとし、型幅をＢとし、船体前半部の柱形係数をＣ
ｐｆとする排水量型の船舶の設計方法において、重力加速度をｇとしたときに、ΔＨｍ＝
Ｖ2／（２ｇ）で計算されるΔＨｍを最大水頭高さΔＨｍとし、ΔＨｓ＝０．３×ΔＨｍ
で計算されるΔＨｓを基準水頭高さΔＨｓとすると共に、γｓ＝ｔａｎ-1〔０．５×Ｂ／
｛（１－Ｃｐｆ）×Ｌｐｐ｝〕（ｄｅｇｒｅｅ）で計算される角度γｓを、片舷側の船首
部の基準船首角度γｓとし、更に、該基準船首角度γｓに対して「０＜Ｒｓ＜γｓ＋１５
°」の範囲Ｒｓを特定船首角度範囲Ｒｓとしたときに、該特定船首角度範囲Ｒｓ内に船首
角度γが連続して収まる船首部の特定上下範囲Ｒａを、満載喫水線Ｄｆに一致する第１下
限位置Ｈａ１から、満載喫水線Ｄｆよりも前記基準水頭高さΔＨｓだけ高い第１上限位置
Ｈｂ１までの第１範囲Ｒ１を含むように船首部形状を設計することを特徴とする方法であ
る。
【００１５】
　上記の船舶の設計方法において、船首部の側面形状を示すプロファイルにおいて、前記
船首バルブ５より上側の前記プロファイルを第１鉛直部１０ａと直線状若しくは曲線状の
前傾斜部１０ｂと船首前端に位置する第２鉛直部１０ｃを有して構成すると共に、前記第
１鉛直部１０ａの上端を第１点Ｐ１とし、前記第２鉛直部１０ｃの下端を第２点Ｐ２とし
たときに、前記第１点Ｐ１は、前記特定上下範囲Ｒａの下端位置Ｈａよりも高く、前記前
傾斜部１０ｂの一部が前記第１範囲Ｒ１に含まれ、さらに、前記第２点Ｐ２は前記第１点
Ｐ１よりも上方にあるように、船首部形状を設計する。
【００１６】
　なお、船型を船首エントランス（Entrance）部と、パラレルパート（Parallel Part）
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と呼ばれる船体中央部と、船尾ラン（run）部で表す。また、船体前半部の柱形係数Ｃｂ
ｆは、船の幅をＢと船の垂線間長をＬｐｐ、中央横断面積をＡｍｉｄとしたときの船の前
半分の容積Ｖｆを（Ａｍｉｄ×（Ｌｐｐ／２））で割った係数Ｃｐｆ＝Ｖｆ／（Ａｍｉｄ
×（Ｌｐｐ／２））となる。
【００１７】
　そして、船首角度の範囲を「０＜Ｒｓ＜γs＋１５°」とすることに関しては、水面下
の船首肥大度を表す式として下記の（１）式がある。
　　　Ｓ＝（Ｌｐｐ／Ｂ）×（１－Ｃｐｆ）×（１／２）　　　　（１）
【００１８】
　このＳは、船体中心部（ミッドシップ）よりも前方の船体前半部において、船の幅Ｂを
単位長さ、垂線間長をＬｐｐ／Ｂのスケールとしたプリズマティック曲線（各横断面にお
ける面積を中央横断面積で割った値の船長方向分布を表した曲線）を包含する長方形Ｓ１
と船首エントランス部Ｓ２で挟まれた部分の面積（Ｓ＝Ｓ１－Ｓ２）となる。
【００１９】
　この（１）式より水面下の船首角度(片舷)は、下記の（２）式で概算してγｓを設定し
ている。
　　　γｓ＝ｔａｎ-1［Ｂ／｛２（１－Ｃｐｆ）Ｌｐｐ｝］　　　　（２）
【００２０】
　そして、満載喫水線から水頭高さまでの船首角度を大きくてもγsより少し大きいか若
しくはそれ以下、とすることで、水面下と同等若しくはそれ以下の船首角度とすることが
でき適切に造波を抑えることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の船舶によれば、軽荷状態では、船首バルブが造る波と船体が造る波との干渉に
より船首造波を最小限に抑えることができる。
【００２２】
　また、積み荷を積んで沈んで軽荷状態よりも喫水が深くなった場合は、船首の水線面の
船首部の接線と船体中心線とがなす角度（船首角度）γを大きくても鋭角の角度γsより
少し大きいか若しくはそれ以下の角度にしているので、船首部における造波を最小限に抑
えることができる。
【００２３】
　このとき、航走時の船首造波を考慮して、特定上下範囲Ｒａの上端位置まで船首角度γ
を鋭角の角度γｓ近傍に抑えているので、軽荷喫水線近傍の特定上下範囲Ｒａの下端位置
から満載喫水線より上の特定上下範囲Ｒａの上端位置までは、どの喫水となっても水線面
の船首角度γは大きくても鋭角の角度γsより少し大きいか若しくはそれ以下の角度にな
るので、通常の載荷状態であれば、航走時の造波抵抗を小さくすることができる。
【００２４】
　その結果、船首フレアを設けた船首部における、船首フレアより下側の水の流れを効率
よく後方に流すことができて、造波抵抗の増加を減少できて、しかも、特定上下範囲Ｒａ
の上端位置より上には水面の上昇が少ないので、幅広な暴露甲板を備えることができる。
【００２５】
　また、船首プロファイルの構成によれば、船首部のプロファイルを前方に伸ばす構成に
より、上記の構成を満たす船型を構成することが容易となる。また、船首プロファイルを
船首バルブより上側から前傾斜部だけで第２鉛直部を設けない形状のままとしたときには
、喫水が深くなってもウォーターラインの先端側を細くしようとすると、正面から見たと
き、船舶の前後方向別の横断面における船体形状がＴ字形状となり、スラミングの問題が
発生するが、この構成のように船首プロファイルを前に伸ばすことにより、上記の船首角
度の構成を満たした船型としてもスラミングが発生し難くなる。
【００２６】
　従って、本発明の船舶及び船舶の設計方法によれば、軽荷喫水から満載喫水までの全て
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の喫水において船首造波抵抗を小さくすることができる。また、船首部では、暴露甲板と
なる上甲板においては必要な幅を確保しながらも、従来技術の船舶よりも、造波抵抗及び
波浪中抵抗増加が小さいため、実海域を航行する場合のエネルギー消費が従来技術の船舶
よりも少なくなる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施の形態の船舶における、第１範囲と特定上下範囲との関係を模式的
に示す側面図である。
【図２】本発明の実施の形態の船舶における、船首部のプロファイルを従来例との比較で
模式的に示す側面図である。
【図３】図２の船舶における、水平断面における船体形状を従来例との比較で模式的に示
す図２のＺａ－Ｚａ断面図である。
【図４】本発明の実施の形態の船舶における、船舶の前後方向別の横断面における船体形
状を模式的に示す正面図である。
【図５】従来船型の船舶における、船舶の高さの異なる２つの水平断面における船体形状
を模式的に示す平面図である。
【図６】船首角度の定義を説明するための図である。
【図７】従来技術の船舶における、船舶の前後方向別の横断面における船体形状の一例を
模式的に示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明に係る実施の形態の船舶について、図面を参照しながら説明する。この実
施の形態の船舶は、計画船速をＶｓとし、垂線間長をＬｐｐとし、型幅をＢとし、船体前
半部の柱形係数をＣｐｆとする排水量型の船舶である。
【００２９】
　この条件下で、重力加速度をｇとしたときに、ΔＨｍ＝Ｖ2／（２ｇ）で計算されるΔ
Ｈｍを最大水頭高さΔＨｍとし、ΔＨｓ＝０．３×ΔＨｍで計算されるΔＨｓを基準水頭
高さΔＨｓとする。また、γｓ＝ｔａｎ-1〔０．５×Ｂ／｛（１－Ｃｐｆ）×Ｌｐｐ｝〕
（°：度：ｄｅｇｒｅｅ）で計算される角度γｓを基準船首角度γｓとする。
【００３０】
　また、図１及び図２に示すように、本発明に係る第１の実施の形態の船舶１は、軽荷喫
水線Ｄｂより下に船首バルブ５を有して構成されると共に、基準船首角度γｓに対して「
０＜Ｒｓ＜γｓ＋１５°」の範囲Ｒｓを特定船首角度範囲Ｒｓとする。また、船首角度γ
が連続して特定船首角度範囲Ｒｓ内に収まる範囲を船首部の特定上下範囲Ｒａとする。
【００３１】
　そして、図１に示すように、本発明に係る第１の実施の形態の船舶１では、満載喫水線
Ｄｆに一致する第１下限位置Ｈａ１から、満載喫水線Ｄｆよりも基準水頭高さΔＨｓだけ
高い第１上限位置Ｈｂ１までの範囲を第１範囲Ｒ１とすると、この第１範囲Ｒ１を特定上
下範囲Ｒａが含むように構成される。
【００３２】
　更に、図２に示すように、上記の船舶１で、船首部の側面形状を示すプロファイルにお
いて、船首バルブ５より上側のプロファイルを第１鉛直部１０ａと前傾斜部１０ｂと第２
鉛直部１０ｃを有して構成する。それと共に、第１鉛直部１０ａの上端を第１点Ｐ１とし
、第２鉛直部１０ｃの下端を第２点Ｐ２としたときに、第１点Ｐ１は、特定上下範囲Ｒａ
の下端位置Ｈａよりも高く、前傾斜部１０ｂの一部が第１範囲Ｒ１に含まれ、さらに、第
２点Ｐ２は前記第１点Ｐ１よりも上方にあるようにする。また、第２点Ｐ２の位置は、好
ましくは、「Ｄｆ＋ΔＨｍ×１．５」よりも下の位置とする。
【００３３】
　そして、本発明に係る第１の実施の形態の船舶の設計方法は、船首バルブ５を有し、計
画船速をＶｓとし、垂線間長をＬｐｐとし、型幅をＢとし、船体前半部の柱形係数をＣｐ
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ｆとする排水量型の船舶の設計方法であり、この方法において、上記で計算した、基準水
頭高さΔＨｓと基準船首角度γｓを用いて、この基準船首角度γｓに対して「０＜Ｒｓ＜
γｓ＋１５°」の範囲Ｒｓを特定船首角度範囲Ｒｓとして、この特定船首角度範囲Ｒｓ内
に船首角度γが連続して収まる船首部の特定上下範囲Ｒａを、満載喫水線Ｄｆに一致する
第１下限位置Ｈａ１から、満載喫水線Ｄｆよりも基準水頭高さΔＨｓだけ高い第１上限位
置Ｈｂ１までの第１範囲Ｒ１を含むように、船首部形状を設計する方法である。この方法
によれば、第１の実施の形態の船舶１を設計することができる。
【００３４】
　更に、上記の実施の形態の船舶の設計方法で、船首部の側面形状を示すプロファイルに
おいて、船首バルブ５より上側のプロファイルを第１鉛直部１０ａと直線状若しくは曲線
状の前傾斜部１０ｂと第２鉛直部１０ｃを有して構成する。それと共に、第１鉛直部１０
ａの上端を第１点Ｐ１とし、第２鉛直部１０ｃの下端を第２点Ｐ２としたときに、第１点
Ｐ１は、特定上下範囲Ｒａの下端位置Ｈａよりも高く、前傾斜部１０ｂの一部が第１範囲
Ｒ１に含まれ、さらに、第２点Ｐ２は第１点Ｐ１よりも上方にあるように、船首部形状を
設計する。また、第２点Ｐ２の位置は、好ましくは、「Ｄｆ＋ΔＨｍ×１．５」よりも下
の位置とする。
【００３５】
　上記の構成の船舶１及び船舶の設計方法によれば、軽荷状態よりも喫水が深くなった場
合は、船首の水線面の船首角度γを可能な限り鋭角にしているので、造波を抑えることが
できる。このとき、走行時の船首造波を考慮すると、軽荷喫水から満載状態の水頭高さま
では、水線面の船首角度γが鋭角のまま続くので、どの喫水となっても水線面は基準船首
角度γｓに近い最小の船首角度γを採ることができるようになる。
【００３６】
　更に、船首部のプロファイルを前方に伸ばすことにより、上記の船首角度γの条件を満
たす船型を構成し易くなる。また、この構成により、従来船型の船首プロファイルを維持
して、船首水線面の角度を鋭角にしようとすると、船首正面から見たときに、船舶の前後
方向別の横断面における船体形状がＴ字形状となるが、船首プロファイルを前方に伸ばす
ことで船首水線面の角度を鋭角にすることにより、このＴ字形状になるのを回避でき、上
記の船首角度の構成を満たした船型にしても、スラミングの発生を回避できるようになる
。
【００３７】
　また、船首バルブ５を軽荷喫水線Ｄｂよりも下に配置した場合には、軽荷状態では、船
首バルブ５が造る波と船体が造る波との干渉により船首造波を抑えることができる。
【００３８】
　従って、軽荷喫水から満載喫水までの全ての喫水において船首造波抵抗を小さくするこ
とができる。また、船首部では、暴露甲板となる上甲板においては必要な幅を確保しなが
らも、従来技術の船舶よりも、造波抵抗及び波浪中抵抗増加が小さいため、実海域を航行
する場合のエネルギー消費が従来技術の船舶よりも少なくなる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明の船舶によれば、軽荷喫水から満載喫水までの全ての喫水において船首造波抵抗
を小さくすることができるので、多くの船舶に利用することができる。
【符号の説明】
【００４０】
１、１Ｘ　船舶
２　船底
３　船側外板
４　暴露甲板（上甲板）
５　船首バルブ
１０ａ　第１鉛直部
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１０ｂ　前傾斜部
１０ｃ　第２鉛直部
Ｄｂ　軽荷喫水線
Ｄｆ　満載喫水線
Ｈａ　特定上下範囲の下端位置
Ｈａ１　第１下限位置
Ｈｂ１　第１上限位置
Ｐ１　第１点
Ｐ２　第２点
Ｒ１　第１範囲
Ｒａ　特定上下範囲
Ｒｓ　特定船首角度範囲
γ　船首角度
γｓ　基準船首角度
ΔＨｍ　最大水頭高さ
ΔＨｓ　基準水頭高さ

【図１】 【図２】
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